
県社労士会が審査

・法令に基づく規程類（就業規則、賃金規程等）の確認

・帳簿書類（賃金台帳、36協定、出勤簿等）の確認

・従業員へのヒアリング

県社労士会が改善計画を提案

①就業規則(36協定)の見直し

②勤務形態の見直し(変形労働制の導入等）

③人員の補充 会社の課題等により選択

④業務の外注

⑤業務量の平準化(組織や業務分担の見直し、多能工の育成等）

計画を試行(1か月間)

※変形労働制：繁忙期と閑散期がある場合、法定労働時間を月単位・年単位で調整できる。

※多能工：従業員が複数の業務をこなせるようにして、業務量を平準化する。

改善計画実施企業
（計画を継続（フォローアップを受けることが条件））

建設業労働条件審査の流れ

審査適合企業
（上限規制クリア）

審査受審企業
（計画を試行しない）

審査受審企業
（計画を継続しない）

審査適合企業
（上限規制クリア）

上限規制クリアしていない

上限規制クリアできない


